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今今今今月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付先納付先納付先納付先］］］］    

４４４４月月月月からからからから始始始始まるまるまるまる「「「「産休期間中産休期間中産休期間中産休期間中のののの社会保険料免除制度社会保険料免除制度社会保険料免除制度社会保険料免除制度」」」」    

今月の気になる記事 

2014201420142014 年度年度年度年度のののの各種保険料額各種保険料額各種保険料額各種保険料額（（（（率率率率））））・・・・年金額年金額年金額年金額    

企業企業企業企業のののの「「「「人材育成人材育成人材育成人材育成」」」」にににに関関関関するするするする課題課題課題課題とはとはとはとは？？？？    

「「「「子育子育子育子育てててて世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金」」」」のののの支給支給支給支給についてについてについてについて    

「「「「業務改善助成金業務改善助成金業務改善助成金業務改善助成金」」」」のののの対象地域対象地域対象地域対象地域がががが拡大拡大拡大拡大    

税制改正税制改正税制改正税制改正によるによるによるによる影響影響影響影響はははは？？？？    企業企業企業企業のののの交際費交際費交際費交際費のののの実態実態実態実態    

未払残業代請求未払残業代請求未払残業代請求未払残業代請求のののの内容証明内容証明内容証明内容証明がががが急増中急増中急増中急増中！！！！ 

快適快適快適快適なななな職場職場職場職場づくりでづくりでづくりでづくりで仕事仕事仕事仕事のののの効率効率効率効率がががが上上上上がるがるがるがる    「「「「５５５５SSSS」」」」実践実践実践実践のススメのススメのススメのススメ    

今一度見直今一度見直今一度見直今一度見直されているされているされているされている「「「「社内行事社内行事社内行事社内行事」」」」    

会社会社会社会社のののの成長成長成長成長とととと利益利益利益利益にににに繋繋繋繋がるがるがるがる仕組仕組仕組仕組みみみみ    充実充実充実充実したしたしたした「「「「キャリアパスキャリアパスキャリアパスキャリアパス制度制度制度制度」」」」    

＜10 日＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督署］ 

＜17 日＞ 

○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］ 

＜31 日＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］ 



４４４４月月月月からからからから始始始始まるまるまるまる「「「「産休期間中産休期間中産休期間中産休期間中のののの社会保険料免除制度社会保険料免除制度社会保険料免除制度社会保険料免除制度」」」」    

◆４月から制度スタート 

仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業（原則、産前 42 日・産後 56 日）を取得した

場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります（被保険者分および事

業主分）。この制度の対象者は、今年４月 30 日以降に産前産後休業が終了となる方で、４月分以降の

保険料から免除の対象となりますので、社内で周知しておくことが必要でしょう。 

◆書類の提出時期・提出先 

事業主による届出書類の提出時期は「被保険者から申出を受けた時」、提出先は「事業所の所在地を

管轄する年金事務所」とされています。今後公表される「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得

者申出書」を、「窓口への持参」「郵送」「電子申請」のうちいずれかの方法で提出します。 

なお、添付書類は特に必要ないとのことです。 

◆標準報酬の改定 

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の３カ月間の報酬額を基にして、

新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から標準報酬が改定されます。この場合、会社が「産前産後

休業終了時報酬月額変更届」を提出しなければなりませんが、産前産後休業を終了した日の翌日から

引き続き育児休業を開始した場合には提出することができません。 

◆その他の留意点 

被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産

後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更（終了）届」を提出する必要

があります。育児休業期間中の保険料免除期間と産前産後休業期間中の保険料免除期間が重複する場

合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。 

2014201420142014 年度年度年度年度のののの各種保険料額各種保険料額各種保険料額各種保険料額（（（（率率率率））））・・・・年金額年金額年金額年金額    

◆雇用保険料率 

１月 27 日に 2014 年度の雇用保険料率が発表され、2013 年と変わらず下記の通りとなります。 

・一般の事業      …1000 分の 13.5（労働者=1000 分の５、事業主=1000 分の 8.5） 

・農林水産清酒醸造の事業…1000 分の 15.5（労働者=1000 分の６、事業主=1000 分の 9.5） 

・建設の事業      …1000 分の 16.5（労働者=1000 分の６、事業主=1000 分の 10.5） 

◆国民年金保険料額・前納額 

１月 31 日の厚生労働省の発表によると、2014 年度の国民年金の保険料額は１月当たり 210 円

引き上げられ、１万 5,250 円（月額）となります。また、保険料を口座振替で前納した場合の額は、

６カ月間で９万 460 円（1,040 円割引）、１年間で 17 万 9,160 円（3,840 円割引）、２年間で

35 万 5,280 円（１万 4,800 円割引）となります。現金納付またはクレジットカード納付による前

納の場合は、上記とは金額が異なるため、注意が必要です。 

◆国民年金・厚生年金の年金額 

2014 年度の年金額（老齢基礎年金）は満額で６万 4,400 円（月額）となり、2013 年度に比べ

マイナス 475 円（0.7％の引下げ）という結果になりました。この年金額は、2014 年度の年金額

改定に用いる名目手取り賃金変動率（0.3％）よりも物価変動率（0.4％）が高くなるため、名目手取

り賃金変動率（0.3 ％）によって改定され、算出されたものです。 

なお、2013 年９月までの年金額が本来支給額よりも高い金額に据え置かれていたことを受け、

2015 年４月までにその特例水準を解消するため年金額が引き下げられます。当初予定では 2013

年 10 月分からマイナス 1.0％、2014 年４月分からマイナス 1.0％、2015 年５月から 0.5％の引

下げとする予定でしたが、上記賃金変動率と合わせて 0.7％の引下げとなっているものです。 

厚生年金の年金額（夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額）は 22 万 6,925 円（前年度比

マイナス 1,666 円）です。受給者の受取額が変わるのは、通常４月分の年金が支払われる６月からです。 



企業企業企業企業のののの「「「「人材育成人材育成人材育成人材育成」」」」にににに関関関関するするするする課題課題課題課題とはとはとはとは？？？？    

◆上場・未上場の 124 社が回答 

近年、企業規模の大小を問わず「人材育成」を課題としている企業が多いようです。株式会社トラ

ンストラクチャでは、昨年 10 月に「人材育成計画の策定や課題」に関する調査を実施し、その結果

が発表されています。調査の回答者は、上場および未上場の企業（計 124 社）の人材育成担当者で

した。 

◆研修を強化する方針の企業が多数 

まず、「人事部門として、今後、教育研修を強化していく予定かどうか」について尋ねたところ、約

58％の企業が「強化していく予定」と回答し、「縮小していく予定（または実施しない）」と回答した

のはわずか４％でした。また、「教育研修実施において外部のコンサル・研修会社を活用しているかど

うか」については、約 66％の企業が「活用している」と回答しています。しかし、大企業（1,001

名以上）の約 80％が外部機関を活用しているのに対して、中小企業（300 名以下）では 47％でし

た。外部講師の活用はおのずと割高となりますので、中小企業では社内講師等で対応することが多い

ようです。 

◆研修内容についての課題 

「現在実施されている教育研修は人材育成課題を反映した内容になっているかどうか」については、

「反映した内容になっている」と回答した企業は約 48％で、「一部ズレが生じている」が約 45％、

「大きくズレが生じている」が約６％でした。このように「ズレ」を認識した場合、いかに研修内容

を修正して適切な研修を実施できるかが重要な課題と言えます。 

◆「課長クラス」の育成が重要課題 

人材育成について「大きな育成課題があると考えているクラス」については次の通りの結果となり

ました。 

・「入社１～３年」約 33％ 

・「入社４年～10 年」約 40％ 

・「入社 11 年以上（非管理職）」約 40％ 

・「管理職（課長クラス）」約 64％ 

・「管理職（部長クラス）」約 30％ 

・「役員・執行役員以上」約 14％ 

「プレイヤー」としてのパフォーマンスを求められながら、「マネージャー」としての管理・育成能

力も要求される課長職に、非常に大きな期待がかかっているようです。 

「「「「子育子育子育子育てててて世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金」」」」のののの支給支給支給支給についてについてについてについて    

◆「子育て世帯臨時特例給付金」とは 

これは、４月１日から消費税率が８％へと引き上げられることに伴い、家計への影響が大きいとさ

れる中・低所得者を対象に、負担軽減策として設けられた給付です。 

住民税（市町村民税）非課税世帯が対象の「臨時福祉給付金」と、児童手当の受給世帯が対象の「子

育て世帯臨時特例給付金」の２種類あり、合わせて国民の４分の１強の約 3,670 万人が支給対象と

されています。しかしながら、両方の要件を満たしていても受け取れるのはどちらか一方ですので、

どちらも対象となる方は「臨時福祉給付金」だけを受け取ることとなります。そのため、「子育て世帯

臨時特例給付金」の支給対象となるのは、約 1,270 万人と言われています。 

◆支給対象 

今年１月時点で児童手当を受給している世帯が対象となります。つまり、中学３年生以下の子を持

つ家庭です。給付額は、児童手当の額にかかわらず一律で子ども１人につき１万円とされ、１回限り

の給付となります。なお、子どもの人数と親の所得に応じて決まる「所得制限額」以上の所得があり、

児童手当の支給額が 5,000 円の家庭は、今回の特例給付金の支給対象外とされます。 



◆申請手続 

原則として、支給対象者が、2014 年１月１日時点の住所地の市区町村に対して支給申請を行うこ

ととされています。支給時期については各自治体の準備が整い次第支給することとされており、６月

頃から受付を開始し、７月から９月にかけて口座振込みにより支給されるものとみられています。な

お、基準日以降に、支給対象者や対象児童の状況に変化が生じた場合の取扱いについては、検討中の

部分もあるため、今後リリースされる情報にも注目する必要があります。 

「「「「業務改善助成金業務改善助成金業務改善助成金業務改善助成金」」」」のののの対象地域対象地域対象地域対象地域がががが拡大拡大拡大拡大    

◆補正予算成立により対象拡大 

「業務改善助成金」（中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金）は、事業場内の最も低い時間給を、

計画的に 800 円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに資する業務改善を支援する助成

金です。2013 年度補正予算成立後より、対象地域が拡大されました（新たに７府県：埼玉県、千葉

県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県が追加）。 

◎対象地域の一覧 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/04.html 

◆支給要件・支給額 

本助成金の支給を受けるためには、次のような要件が必要です。 

[１] 賃金引上げ計画の策定…事業場内で最も低い時間給を４年以内に 800 円以上に引上げ 

[２] １年当たりの賃金引上げ額は 40 円以上…就業規則等に規定 

[３] 引上げ後の賃金支払実績 

[４] 業務改善の内容および就業規則に対する労働者からの意見聴取 

[５] 賃金引上げに資する業務改善を行い、費用を支払うこと 等 

＜支給額＞上記[５] の経費の２分の１（上限 100 万円） 

＜支給回数＞賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に 1回支給 

◆本助成金の対象経費例 

本助成金の対象となる経費等は、次のようなものです。 

[１] 就業規則の作成や改定…事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社

会保険労務士の手数料 

[２] 賃金制度の整備…事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コン

サルタント経費 

[３] 労働能率の増進に資する設備・機器の導入 

(1) 在庫管理、仕入業務の効率改善のための POSレジシステムの購入費用 

 (2) 作業効率および安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用 

[４] 労働能率の増進に資する研修…新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用 

今後、賃金の引上げを検討されている場合には、こうした助成金が活用できるかどうか検討してみ

てはいかがでしょうか。 

税制改正税制改正税制改正税制改正によるによるによるによる影響影響影響影響はははは？？？？    企業企業企業企業のののの交際費交際費交際費交際費のののの実態実態実態実態    

◆税制改正の影響で交際費は増える？ 

消費増税による景気の落込みを企業の交際費を増やすことによってカバーするため、税制改正で、

大企業（資本金１億円超）が接待等で支払う飲食代についても、交際費の半分までを経費とすること

を認める税制改正法案が、３月末までの成立を目指して国会に提出されています（平成 26 年４月１

日から平成 28 年３月 31 日までの間に開始する事業年度の間の時限措置）。 

資本金１億円以下の中小企業は、（１）800 万円までの交際費の全額損金算入、（２）飲食接待費の

50％損金算入のうち、有利なほうを選択することができます（平成 25 年４月１日から平成 28 年３

月 31 日までの間に開始する事業年度）。 



◆意識調査の結果 

しかし、日本経済新聞社と NTTコムリサーチが共同で実施した交際費に関する意識調査（20～60

歳代の男女ビジネスパーソン 1,000人が対象）によると、「今後、交際費が増えそうだ」と答えた人

は、13.7％にとどまっています。そもそも「企業の接待」についてどう思うかについては、「好まし

くない」との回答が 71％を占めました。理由は、「費用対効果がわからない」「競争が激しくなる中、

接待で仕事が取れる時代ではない」「接待の経費があるなら社員の給与に回してほしい」などです。 

◆１カ月当たりの交際費 

１カ月当たりの交際費がいくらか聞いたところ、「１万円以上～３万円未満」が 27.5％で最も多く、

「１万円未満」が 25.0％で続き、「３万未満」が半数を超えています。リーマン・ショック前との交

際費の比較については、「かなり減った」が 38.3％、「多少減った」が 23.0％となり、６割以上の人

が、この数年間の間に交際費を減らしていたことがわかりました。 

◆今後、交際費は増えるのか？ 

企業の交際費が今後どうなるかについては、「増えそうだ」との回答が前述の通り 13.7％だったの

に対し、「変わらない」が 68.3％、「減りそうだ」が 17.9％で、多くの人が交際費について慎重に見

ていることがわかりました。また、「交際費を増額する必要がある」と回答した人にその理由を尋ねた

ところ、トップは「国内の取引先の拡大・関係強化」で、「国内でのグループ社員らとの交流強化」が

続きました。 

未払残業代請求未払残業代請求未払残業代請求未払残業代請求のののの内容証明内容証明内容証明内容証明がががが急増中急増中急増中急増中！！！！    

◆東京管内の割増賃金遡及支払額が 17億円に 

東京労働局から「監督指導による賃金不払残業の是正結果（平成 24 年度）」が公表されましたが、

これによれば、東京労働局管内で、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金が適正に支払われてい

ないとして是正勧告・指導され、100 万円以上の遡及支払いになったのは 125企業となり、その総

額は 17億円に上ったとのことです。 

◆ネット上にあふれる割増賃金請求に関する情報 

最近、主に元従業員から、未払残業代請求の内容証明が届く企業が非常に増えているようです。「あ

なたの未払残業代がすぐわかる！」といったような内容のサービスを謳うホームページや、残業代請

求に関する内容証明のひな形を掲載するサイトも増えています。これらを利用すれば、内容証明の作

成・送付により、簡単に会社に対して未払残業代を請求できる時代になってしまいました。 

◆会社としての対応は？ 

ある日突然、送りつけられた未払残業代の支払いを要求する内容証明。その内容ごとに、会社の対

策は変わってきます。まず、内容証明の送り手は誰か。内容証明の差出人が、従業員個人なのか、合

同労組やユニオンなのか、弁護士等なのかにより、会社としての対応が違ってきますし、相手の事情

や紛争が長期化するかどうかもある程度読み取ることができます。 

例えば、従業員（元従業員）本人による場合、会社へのうっぷんを晴らしたいのか、お金が欲しい

（お金に困っている）だけなのか、上司等に対する個人的恨みなのか等が判断できる場合があります。

また、内容の完成度や要求の度合いにより、インターネットのテンプレートを使って素人レベルで作

ったものなのかどうか等の情報がわかり、以後の会社のとるべき対応を考えるうえで参考になります。

いずれにしても、会社としては、必要な資料（タイムカード、日報、就業規則、賃金規程等）の収集・

検討を行い、残業時間を確認し、そのうえで対応を行います。 

◆日頃の労務管理が重要！ 

もっとも、未払残業代を発生させてしまう残業・労働時間管理を根本から見直さない限り、こうし

た内容証明が届くリスクはなくなりません。「会社が未払残業代を請求された」という噂が広まれば、

現在働いている従業員についても、その不満を爆発させてしまうことにつながる可能性も大いにあり

ます。今一度、自社の労働時間管理について検証してみてはいかがでしょうか。 

 



会社会社会社会社のののの成長成長成長成長とととと利益利益利益利益にににに繋繋繋繋がるがるがるがる仕組仕組仕組仕組みみみみ    充実充実充実充実したしたしたした「「「「キャリアパスキャリアパスキャリアパスキャリアパス制度制度制度制度」」」」    

◆「キャリアパス」とは？ 

キャリアパスとは、企業の中でキャリアアップのために必要となる基準・条件を明確化したもので、

これを提示することにより、社員が将来の目標に向けて意欲的に取り組むことが可能となります。 

キャリアパスは、一般に「社員のためのもの」と思われがちですが、「社員が目標意識を高く持って働

くことにより会社の成長と利益に繋がる」「企業が社員の適性を的確に把握して情報を蓄積できること

により急な配置転換が必要となった際などに活用できる」等、企業にとっても利点の多いものです。 

◆人材募集時のメリットも 

また、近年、人材募集時において、「キャリアパスが明確になっている」ことを謳い文句にする企業

も増えてきました。これは、キャリアパスがモチベーションの高い優秀な人材を集めることに寄与す

ることによるものです。 

◆キャリアパスをつくるには？ 

キャリアパスをつくる場合には、業務を洗い出し、必要な人材配置を考え、社員にどのようなキャ

リアを積ませれば能力が向上するのかを把握することが必要です。キャリアを積む過程で習得すべき

スキルや業務知識、社内でたどるルート等は、各企業によって異なりますので、先行事例を参考モデ

ルとしつつ、オリジナルの制度として組み立てていくことが必要です。 

今一度見直今一度見直今一度見直今一度見直されているされているされているされている「「「「社内行事社内行事社内行事社内行事」」」」    

◆業績が良い企業ほど社内行事を重視？ 

社内行事といえば、かつてはコミュニケーションを図る手段として、懇親旅行や運動会などが行われ

ていました。「最早そういう時代ではない」「過去の遺物」といった見方がある一方、近年、様々な目的

からこれらを見直す企業が増えているようです。主に企業のコンサルティングを行う JTB モチベーシ

ョンズが行った「経営者 148 人に聞いた社内イベントの効果に関する調査」によると、業績の良い会

社の経営者ほど社内イベントを重要視し、約８割が半年に１回以上開催していることがわかりました。 

◆社内行事の実施で仕事への好影響を期待 

社内イベントの効果について聞いたところ、「社内コミュニケーションの促進」、「組織の一体感の醸

成」「社員のモチベーションの向上」「組織の理念やビジョンの浸透」といった回答が上位を占めまし

た。仕事上でメールでのやりとりが増えていることによるコミュニケーション不足、経済成長による

給与アップや終身雇用が見込めないことによるモチベーションの低下などの解消に役立て、仕事に好

影響を与えることを期待する思惑が、背景にあるようです。 

◆社内イベントを通じて組織の方針や計画を伝える 

また、社内イベントに関して重視する点について聞いたところ、「経営トップ層が社員に直接語りか

けること」がトップとなりました。社員に語りかける際に意識することについては、「組織としての方

針や計画を正確に伝えるようにしている」や「思いや熱意を伝えるようにしている」などが上位に挙

がっています。一方、一般社員に社内イベントの良くなかった点を尋ねてみると、「一方的に聞くだけ

で退屈した」「社長や役員の話が長すぎた、または共感できなかった」が上位を占め、経営者との意識

のギャップが見られました。会社をより良くするために、社内行事には一定の効果はあるようですが、

社員にネガティブな印象を与えないような工夫が必要なようです。 

快適快適快適快適なななな職場職場職場職場づくりでづくりでづくりでづくりで仕事仕事仕事仕事のののの効率効率効率効率がががが上上上上がるがるがるがる    「「「「５５５５SSSS」」」」実践実践実践実践のススメのススメのススメのススメ    

◆あなたの職場は快適ですか？ 

働き手の立場から見ると、職場が快適であれば、気分も前向きになり、仕事の効率もアップします。

「忙しいから整理できない」と、ゴチャゴチャでどこに何があるかわからないデスクまわり、書類や

ファイルが山のように積み上げられたキャビネット……これでは、仕事もはかどりません。このよう

な環境を改善し、仕事の効率アップを図るために知っておきたいのが、「５S」です。 



◆仕事の効率と「５S」の重大な関係性 

「５S」とは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の頭文字をとったものです。こう言うと、

単に職場をきれいにするだけの活動と思われがちですが、侮ることなかれ、生産性が低く改善が進ま

ないとされる業種・企業・部門などに共通する問題として、「５S」のレベルの低さがあると指摘され

ています。 

◆「５S」の実践 

では、具体的にどのように実践すればよいのでしょうか。「５S」は現在、基礎的な活動として、次

のようにまとめられています。 

【整理】職場内からムダなモノ、スペース、時間をなくす 

【整頓】モノや情報の共同利用をしやすくする 

【清掃】乱れや異常のない状態をつくり、異常が発生すれば一目でわかるようにする 

【清潔】あらゆるモノや情報が完全に管理された状態を維持し、かつ改善して高度化する 

【しつけ】モノや情報を扱う人間の意識と行動を改善する 

◆より良い職場の環境づくり 

年度の区切りを迎えるこの時期、まずは職場内の片づけから始めて、快適な職場づくり、効率の良

い仕事ができる環境づくりを目指してみませんか。 

 

■最近の動き□■□■□■□■□■ 先月の出来事を 10 分で確認！ 

 
●フルタイム労働者の所定内給与が４年ぶりに減少（2 月 21 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省が 2013 年の「賃金構造基本統計調査」の結果を発表し、フルタイム労働者の所定内給与（残
業代を除く）が月額平均 29 万 5,700 円（前年比 0.7％減）となり、４年ぶりに減少したことがわかった。
男性が 32 万 6,000 円（前年比 0.9％減）、女性が 23 万 2,600 円（同 0.2％減）で、初めて男女ともに
前年を下回った。 
 
●60～64 歳の就業希望者のうち男性 81％・女性 66％が就業（2 月 20 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省が「中高年者縦断調査」の結果を発表し、60～64 歳で、2005 年時点で「60～64 歳は仕事
をしたい」と希望していた人のうち、男性の 81.2％、女性の 66.3％が実際に就業していたことがわかっ
た。同省は「希望者の多くが実際に働いていて、中高年の働く意欲が高まっている証拠」と分析している。 
 
●高校生の就職内定率が 85.3％に改善（2 月 20 日） 
********************************************************************************************** 
文部科学省は、今春卒業する高校生の就職内定率（昨年 12 月末時点）が 85.3％（前年同期比 2.5 ポイ
ント増）となり、４年連続の改善となったと発表した。内定率は男子が 88.0％（同 1.9 ポイント増）、女
子が 81.5％（同 3.3 ポイント増）だった。 
 
●来年度の介護保険料は 5,273 円 過去最高に（2 月 19 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省は、現役世代（40～64 歳）が支払う 2014 年度の介護保険料が、１人当たり月平均 5,273
円で、過去最高となる見込みであることを発表した。2000 年の介護保険制度スタート以降、月額が 5,000
円を超えるのは初めてとなる。 
 
●「ミスマッチ失業者」が 6.6％減少（2 月 19 日） 
********************************************************************************************** 
総務省が 2013 年の「労働力調査」（詳細集計）の結果（速報）を発表し、求職者と企業の求人とがマッ
チせず就業できない「ミスマッチ失業者」が約 184 万人（前年比 6.6％減）となり、統計の遡りが可能な
2002 年以降で最少となったことがわかった。 
 
●2013 年の現金給与総額が３年連続の減少（2 月 18 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省が 2013 年の「毎月勤労統計調査」の結果（確報）を発表し、賞与や残業代を含む現金給与総
額が月平均 31 万 4,054 円（前年比 73 円減）となり、過去最低を更新したことがわかった。今月５日に
発表した速報では前年比 23 円増で３年ぶりの増加としていたが、一転して３年連続の減少となった。 
 
 
 



●子育て支援の新制度 4,000億円の財源不足（2 月 13 日） 
********************************************************************************************** 
消費税を財源として、2015 年度以降、保育サービスの量的拡大などに年 7,000億円が充てられること
となっているが、政府が改めて行った費用の試算で、1兆 1,000億円が必要になることがわかった。保育
士不足を解消するための処遇改善や研修の充実などの経費を積み上げた結果、当初の想定を大幅に上回っ
たことが財源不足となった原因。 
 
●安衛法改正で設備投資を促進（2 月 12 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省は、労働安全衛生法の改正案を今国会に提出し、工場や生産ラインの新設をする場合に必要な、
労働基準監督署への工事開始前の届出を廃止し、許認可手続を簡素化する。また、大型機械の輸入につい
ても、検査を簡素化する。これは、アベノミクス戦略の一環で設備投資減税などとの相乗効果で企業の設
備投資を促すのがねらい。 
 
●医療費抑制へ在宅医療促す（2 月 12 日） 
********************************************************************************************** 
12 日、診療報酬の 2014 年度改定が決まった。消費増税に対応して初診料を 120 円、再診料を 30 円
引き上げる。また、膨張し続ける医療費を抑制するため、重症患者向けベッドの大幅削減、大病院の外来
診療の縮小を進める一方、比較的軽症の患者の受け皿病床を作り、「主治医」制度を新設するなどにより効
率化を図る。 
 
●育休代替要員確保支援、大企業にも（2 月 11 日） 
********************************************************************************************** 
政府は、「両立支援等助成金」を見直し、これまで中小企業に限って人材派遣などで育休代替要員を確保し
た場合に経費助成していたのを、大企業も対象とする。中小企業向けの助成も、支給額の引上げや支給期
間の延長（5 年→10 年）等、使い勝手の悪さを見直す方針。 
 
●介護費用自己負担増は年金収入 280 万円以上（2 月 11 日） 
********************************************************************************************** 
政府は、拡大する介護費用に歯止めをかけるため、医療・介護制度の見直しに関する法案を国会に提出する。
柱は介護の自己負担の引上げで、2015 年 8 月から年金収入が年 280 万円以上、年間所得 160 万円以上
の人を 2割負担とする。これにより、制度利用者の 10％程度に当たる約50 万人が負担増の対象となる。 
 
●税・社会保障の負担が過去最高に 2014 年度見通し（2 月 7 日） 
********************************************************************************************** 
財務省は、2014 年度における国民負担率（国民所得に占める税と社会保障の負担割合）が 41.6％（前
年度比 1.0 ポイント上昇）で過去最高となるとの見通しを明らかにした。４月からの消費税率の引上げに
より、年金保険料も上がることによるもの。 
 
●2013 年の現金給与総額は微増 厚労省調査（2 月 5 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省が 2013 年の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、賞与を含む現金給与総額が月平均 31 万
4,150 円となり、３年ぶりに微増となったことがわかった。正社員・契約社員など一般労働者の給与総額
は 40 万 4,743 円（前年比 0.7％増）だったが、パート労働者は９万 6,630 円（同 0.6％減）だった。 
 
●完全失業率が 3.7％に改善（1 月 31 日） 
********************************************************************************************** 
総務省が 2013 年 12 月の完全失業率を発表し、3.7％（前月比 0.3 ポイント低下）と６年ぶりの低水準
なったことがわかった。また、厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率は 1.03倍（同 0.03 ポイント
上昇）と６年２カ月ぶりに人手不足の状況になったが、正社員のみでみると 0.66倍だった。 
 
●2013 年の完全失業率が 4.0％に改善（1 月 31 日） 
********************************************************************************************** 
2013 年（通年平均）の完全失業率が 4.0％（前年比 0.3 ポイント低下）となり、３年連続で改善したこ
とがわかった。また、同年の有効求人倍率は 0.93倍（同 0.13 ポイント上昇）で、４年連続で回復した。 
 
●国民年金保険料を１万 5,250 円に引上げ（1 月 31 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省は、2014 年度における国民年金保険料を今年度より 210 円引き上げて、月１万 5,250 円に
することを発表した。2015 年度からはさらに 340 円引上げ、月１万 5,590 円となる。消費者物価指数
が上昇したことを踏まえた。 
 
●公的年金支給額を 0.7％引下げ（1 月 31 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省は、公的年金の支給額について、今年４月分（６月支給分）から 0.7％引き下げると発表した。
当初は、過去の物価下落時における特例水準を是正するため１％減額する予定だったが、物価や賃金の上
昇を受けて減額幅を 0.3％縮めることとした。 



●国民健康保険の赤字が２年ぶりに増加（1 月 29 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省が 2012 年度における国民健康保険の実質収支（速報値）を発表し、赤字が 3,055億円（前
年度比 33億円増）となり、２年ぶりに増加したことがわかった。同省では、財政健全化に向けて、運営
主体を市町村から都道府県に移すよう地方との協議を進めるとしている。 
 
●建設現場での人手不足が慢性化（1 月 28 日） 
********************************************************************************************** 
国土交通省が 2013 年 12 月の「建設労働需給調査結果」を発表し、建設現場で必要な人数に対する不足
人数の割合を示す不足率が 2.5％（前月比 0.4 ポイント悪化）となったことがわかった。５カ月連続の２％
台で、人手不足が慢性化していることが明らかになった。 
 
●メタボ検診率は 44.7％で横ばい（1 月 25 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省は、2011 年度の特定健診（メタボ検診）の受診率が 44.7％（前年度比 1.5 ポイント増）だ
ったと発表した。受診率は伸び続けてはいるが、「2012 年度に 70％」とした当初目標には及ばず、同省
は 2017 年度までに目標を達成させたい考え。 
 
●「５年で無期転換」再雇用の高年齢者は例外に 厚労省方針（1 月 25 日） 
********************************************************************************************** 
厚生労働省は、定年後に再雇用した高年齢者を企業が有期契約を更新しながら働かせられることを認める
「有期特別法」を通常国会に提出する方針を示した。現行では５年を超えて働くと無期雇用の選択が可能
となるが、有期契約を続けることができる例外をつくる。2015 年４月施行の予定。 
 
●派遣添乗員への「みなし労働」適用を認めず 最高裁判決（1 月 25 日） 
********************************************************************************************** 
最高裁判所（第２小法廷）は、旅行会社の添乗員にみなし労働時間制が適用できるかどうかが争われてい
た訴訟で、会社側（阪急トラベルサポート）の上告を棄却する判決を言い渡した。「労働時間の把握は難し
い」という会社側の主張を退け、割増賃金（約 32 万円）の支払いを命じた。みなし労働時間制の適用に
関して最高裁が判断を示すのは初めてで、他の企業への影響が予想される。 
 
●建設業での外国人受入れ拡大 政府検討（1 月 25 日） 
********************************************************************************************** 
政府は人手不足が深刻な問題となっている建設業における外国人の活用を検討する緊急会議を開き、「外国
人技能実習制度」の拡充などについて検討を行った。今年度中に対策をまとめ、2015 年度から外国人労
働者の受入れ拡大を目指す考え。 
 
●雇用者報酬が 21 年ぶりの伸び幅に（1 月 24 日） 
********************************************************************************************** 
政府が2014年度における経済見通しを閣議決定し、企業で働く人の給与などの総計である「雇用者報酬」
は前年度比 2.0％増で、昨年度の伸び率（1.1％増）を上回る見通しであることがわかった。これが実現す
れば、21 年ぶりの高い伸び率（２％台）となる。 
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